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標記について、 

知されたい。 

Ⅰ 
厚生労働省労働基準局長 

研削盤等構造規格第 31 条に基づく適用除覚について 

富山労働局長から 別紙 甲 のとおり照会があ り、 別紙 こ のとおり回答したので 了 
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富労収基 第 4 2 6 号 

平成 1 5 年 6 月 3 0 日 

厚生労働省労働基準局長 殿 

法
 
・
 

山 労働局長 
( 公印省略 ) 

研削盤等構造規格第 3¥ 条に基づく適用除覚の 申請について 

標記について、 当局管内の事業場から、 下記の特殊な 構造の研削といしに 係る研削盤等 

構造規格の適用除覚の 申請があ りました。 

未申請に係る 研削といしは、 研削盤等構造規格 ( 以下「構造規格」という。 ) の規定に 

合致するものと 同等以上の性能を 有すると認められることから、 構造規格第 1 4 条第 1 項 

の適用を除覚することとしてよろしいかが 伺 い します。 

- 己 

ェ 研削と。 ，しの仕様 

(1) 種類 

(2) 形状 

(3) 寸法 

(4) 最高使用用速度 

(5) といしの明細 

々 と粒 

ロ 粘度 

ハ 結合 度 

ニ 結合剤 

ヴィトリブ ア イド研削といじ 

6 号ストレートカップ 形 

別表 1 のとおり 

1, 8 00m/m 土 In  ( 普通速度 ) 

WA 

70.@ 80.@ 100.@ 120 

Ⅱ 一 、 H 、 I 、 J 

ヴィトリファイド [VNT] 

2  申請の理由 

研削といしは、 構造規格第 2 章に定める規程に 適合した研削といしでなけれ ば ならな 

いこととされており、 同規格筆工 4 条では、 普通速度のストレートカップ 形といしにお 

いては、 穴 径は直径の 0. 7 倍以下、 取付部の厚さは 厚さの 4 分の 1 以上でなければな 

らないとされている。 

申請に係るといしは、 この規定を満たしていないものであ るが、 社団法人産業安全技 

術 協会の試験により、 本 申請に係るといし ほ 、 構造規格第 2 章に適合するものと 同等以 

上の性能を有すると 認められることから、 構造規格第 3 1 条に基づく適用除覚の 申請を 

行ったものであ る。 
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寸法 (mm) 

    構造規格に合致しない 部分 



別紙 乙 

基発第 072 500 1 号 

平成王 5 年 7 月 25 日 

富山労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

研削盤等構造規格第 31 条に基づく適用除覚について 

平成 15 年 6 月 30 日付け 富労収基 第 426 号をもって照会のあ った標記の 

件は ついては、 貴兄のとおり 取 ・ り 扱 う こととするので 通知する。 


